








施設名 地　区 担 当 課 電　話 備　考
石和

市民環境部
市民課御坂 055-261-2029

一宮

なごみの湯

■温泉施設

みさかの湯
ももの里温泉

　
平
成
15
年
９
月
の
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
施

行
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
、
従
来
の
管
理
委
託
制
度
に

替
わ
り
「
指
定
管
理
者
制
度
」
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
本
年
４
月
に
指
定
管
理
者
制
度
検
討
委
員
会
を
設
置
し
、

「
笛
吹
市
指
定
管
理
者
制
度
導
入
に
向
け
た
基
本
方
針
」
を
策
定
し
、

検
討
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　
市
内
に
は
指
定
管
理
者
制
度
の
対
象
と
な
る「
公
の
施
設
」が
１
２
５

施
設
あ
り
ま
す
が
、検
討
を
か
さ
ね
た
結
果
、既
に
公
共
的
団
体
に
管
理

を
委
託
し
て
い
る
施
設
な
ど
を
含
め
、サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
管
理
経
費
の

削
減
等
が
見
込
ま
れ
る
、温
泉
施
設
、教
育
文
化
施
設（
郷
土
館
、美
術
館

を
含
む
）、保
育
所
、福
祉
セ
ン
タ
ー
、農
産
物
直
売
施
設
、公
園
、Ｃ
Ａ
Ｔ

Ｖ
、し
尿
処
理
施
設
な
ど
合
計
45
施
設
に
つ
い
て
、平
成
18
年
４
月
の
指

定
管
理
者
導
入
に
む
け
準
備
を
進
め
る
こ
と
と
し
、そ
の
う
ち
36
施
設
に

つ
い
て
指
定
管
理
者
を
公
募
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

■
公
募
の
期
間
　
平
成
17
年
10
月
１
日
〜
10
月
31
日
ま
で

■
募
集
要
項
・
申
請
書
・
問
合
せ
先

○
公
募
施
設
一
覧（
別
表
）施
設
の
担
当
課
に
お
い
て
配
付
い
た
し
ま
す
。

○
そ
の
ほ
か
、詳
細
に
つ
い
て
は
担
当
課
に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
指
定
管
理
者
の
指
定
に
は
、議
会
の
議
決
が
必
要
と
な
り
ま
す

　
市
で
は
、
有
識
者
等
を
含
め
た
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
を
設
置
し
、

指
定
管
理
者
に
応
募
し
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
申

請
書
・
事
業
計
画
書
・
収
支
計
画
書
等
に
も
と
づ
き
、
住
民
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
と
管
理
経
費
の
節
減
等
の
観
点
か
ら
厳
正
な
審
査
を
行
い
、
指

定
管
理
者
の
候
補
者
を
選
定
し
ま
す
。

　
選
定
委
員
会
で
選
定
さ
れ
た
候
補
者
は
、
市
議
会
の
議
決
を
経
て
指

定
管
理
者
に
決
定
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
市
で
は
、
今
回
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
他
の
公
の
施
設
に
つ
い

て
も
、
指
定
管
理
者
の
導
入
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
し
、
条
件
が
整

っ
た
施
設
か
ら
順
次
導
入
を
進
め
る
予
定
で
す
。

　
指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。

施設名 地　区 担 当 課 電　話 備　考
八代

産業経済部農政課境川 055- 261- 2033
春日居

八代農産物加工センター

■直売・加工施設

境川地域振興交流センター
春日居産地形成促進施設

施設名 地　区 担 当 課 電　話 備　考
教育委員会
社会教育課

事務室は除く

事務室は除く

事務室は除く

事務室は除く

八代
春日居

石和

八代郷土館 055- 265- 4852

055- 263- 7959

055- 262- 2271

0553- 47- 6066

055- 265- 4011

055- 266- 2014

■教育文化施設

春日居郷土館・小川正子記念館
スコレーセンター

教育委員会石和事務所スコレーパリオ

御坂
御坂農村環境改善センター

教育委員会御坂事務所学びの杜みさか

教育委員会一宮事務所一宮
いちのみや桃の里ふれあい文化館
青楓美術館

八代
八代総合会館

教育委員会八代事務所若彦路ふれあいセンター
教育委員会境川事務所境川境川総合会館

施設名 地　区 担 当 課 電　話 備　考

石和

石和第一保育所

055- 261- 1904

055- 262- 2271
0553- 47- 1111
055- 265- 2111
0553- 26- 3111

■福祉施設

石和第二保育所
石和第三保育所 保健福祉部児童課
石和第四保育所
石和第五保育所

御坂支所健康福祉課御坂福祉センター
一宮支所健康福祉課一宮

御坂
一宮福祉センター（YLO）
八代福祉センター 八代
春日居福祉会館（やまゆりの湯）

八代支所健康福祉課
春日居支所健康福祉課春日居

施設名 地　区 担 当 課 電　話 備　考
石和八田御朱印公園（八田家書院） 055- 265- 4852

055- 265- 4762

■公園

御坂路さくら公園
みさか桃源郷公園

教育委員会社会教育課

八代ふるさと公園
建設部まちづくり整備課御坂

八代

施設名 地　区 担 当 課 電　話 備　考
石和
石和

石和温泉駅前観光案内所・公衆トイレ 055- 261- 2034 

055- 261- 2029 3施設一括募集

■その他の施設

石和温泉駅前自転車駐車場
春日居足湯施設

産業経済部観光商工課

春日居町駅前自転車駐車場
市民環境部市民課

春日居
春日居

施設名 地　区 担 当 課 電　話 備　考
一宮一宮有線テレビ（いちのみやふれあいテレビ）

■情報通信施設

産業経済部農政課 055- 261- 2033

施設名 地　区 担 当 課 電　話 備　考
石和笛吹市クリーンセンター

■衛生施設

市民環境部環境対策課 055- 261- 2044

　この制度は、社会福祉法人が運営している特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護のサービスについて、法
人が利用者負担を軽減した場合、国や地方自治体がその費用の一部を公費で賄うという国の仕組みです。
　10月から利用者負担第3段階のうち、所得の低い人がこの軽減の対象となるよう、対象者の年収要件を引き上げるなど、制度を
拡充し、併せて、幅広い人に減額が実施できるよう減額の割合を見直す改正が実施されます。

制度の運用改善

●対象者の要件
　市町村民税世帯非課税であって次の要件の全てを満たす人のうち、生計が困難として市町村が認めた人を対象とします。な
お、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の人や生活保護受給者は該当となりません。

①収入………………………年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1名増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
よって、申請者本人だけでなく世帯全員の収入について申告が必要です。（従来は、本人の収
入が在宅の場合120万円未満、施設入所の場合60万円未満としていました）

②預貯金等の保有額………単身世帯で350万円、世帯員が1名増えるごとに100万円を加算した額以下であること。よって、

申請者本人だけでなく世帯全員の預貯金等について申告が必要です。なお、「預貯金等」には、
預貯金のほか、有価証券、債権等も含みます。（従来は、世帯単位ではなく、本人の預貯金等
が500万円未満であることとしていました）

③その他の資産……………日常生活に必要とする資産以外に活用できる資産がないこと。（新要件として追加）

④扶養………………………負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

⑤介護保険料………………滞納していないこと。

●減額割合……………1/ 4（従来は、1/ 2としていました）

●対象となる費用……介護費負担、食費、居住費（滞在費）（従来は、日常生活費も対象としていました）

●高額介護サービス費との適用の優先関係……この制度により1/ 4の減額をした後で高額介護サービス費を適用します。

改正の内容

次のような手続きの流れとなります。

①対象となる利用者は市に軽減対象確認申請を行う

②市は審査のうえ確認証を申請者に発行

③利用者は確認証を提示してサービスを受ける

④利用者は確認証の内容にもとづき軽減された利用料を支払う

⑤市は事業所からの申請にもとづき事業所に公費助成

現在「社会福祉法人等利用者負担減免確認証」を持っている人の有効期限は平成17年9月30日までです。10月1日以降も引き
続き軽減対象者となるためには、再度市に申請して、新しい「確認証」を受け取る必要がありますので注意が必要です。

手続き

（仮定）特別養護老人ホーム（多床室）利用、要介護4とすると
実　例（特別養護老人ホーム入所者で多床室利用の場合）

●利用者負担第2、第3段階の人の場合

（現行） 介護費負担 26,670円

24,600円 ア（高額介護サービス費適用により）

食費負担

社福減免（1/ 2）により

計

15,000円

39,600円 （ア+イ）

イ（標準負担額500円/ 日×30日）

19,800円

●利用者負担第1段階の人（生活保護受給者等）の場合

（現行） 介護費負担 26,670円

15,000円 ア（高額介護サービス費適用により）

食費負担

社福減免（1/ 2）により

計

9,000円

24,000円 （ア+イ）

イ（標準負担額300円/ 日×30日）

12,000円

（見直し後）① 利用者負担第2段階（合計所得金額+年金収入が80万円以下）

……利用者は当初35,573円（ア+ウ+エ）を負担し、後日4,598円
　　の償還を受けることになります

26,130円

社福減免（1/ 4）により

介護費負担

19,598円 ア（26,130×3/ 4）

15,000円 イ（高額介護サービス費適用により）

計 （イ+ウ+エ）30,975円

食費負担 8,775円 ウ（負担限度額390円/ 日×30日×3/ 4（社福減免））

居住費負担 7,200円 エ（負担限度額320円/ 日×30日×3/ 4（社福減免））

（見直し後） 26,130円

社福減免（1/ 2）により

介護費負担

13,065円 ア（26,130×1/ 2）

13,065円 イ（高額介護サービス費の適用なし）

計 （イ+ウ+エ）17,565円

食費負担 4,500円 ウ（負担限度額300円/ 日×30日×1/ 2（社福減免））

居住費負担 0円 エ（負担限度額0円/ 日）

② 利用者負担第3段階（合計所得金額+年金収入が80万円を超える）

26,130円

社福減免（1/ 4）により

介護費負担

19,598円 ア（26,130×3/ 4）

19,598円 イ（高額介護サービス費の適用なし）

計 （イ+ウ+エ）41,423円

食費負担 14,625円 ウ（負担限度額650円/ 日×30日×3/ 4（社福減免））

居住費負担 7,200円 エ（負担限度額320円/ 日×30日×3/ 4（社福減免））

◎問合せ先 保健福祉部  介護保険課  介護総務担当  055- 261- 1903

■介護保険の保険証が新しくなります
  



◎問合せ先

　私たちが、毎日の生活の中で使用する水の多くは下水道や浄化槽を通して、川や湖に流れていきます。
しかし、汚水のまま放流されると、水の汚濁が進み、魚も住めなくなって、自然環境は破壊されてしまいます。
そこで、大切な環境を守るために浄化槽法が施行され、浄化槽の設置、維持管理等について規制がなされてい
ます。浄化槽は、し尿などの汚水を微生物の働きによってきれいな水と汚泥に処理する装置で、日頃の維持管
理が非常に重要となります。

●市民環境部
●御 坂 支 所
●一 宮 支 所

環境対策課
住 民 課
住 民 課

055-261-2044
055-262-2271
0553-47-1111

●八 代 支 所
●境 川 支 所
●春日居支所

住 民 課
住 民 課
住 民 課

055-265-2111
055-266-2111
0553-26-3111

　いよいよ10月から、新たに一部の地区で、ミッ
クスペーパーとその他プラスチックの収集を開
始します!!リサイクルの推進に、ご協力ください。
一宮町：田中、中尾区　　境川町：全地区
御坂町：成田、二之宮区　八代町：全地区

※詳しくは、各支所又は環境対策課へお問い合わせください。

　笛吹市では、ごみの減量化を図るため、皆さまからアイ
デアを募集します。
「うちの家では、こんな事をしている!」、「笛吹市でこんな
ことをして欲しい!」などのご意見を、どんどんお寄せく
ださい。

※住所、氏名、電話番号を記載してください。

1.法定検査を受けましょう!
　日常の維持管理（保守点検と清掃）に加えて、山梨県浄化槽協会検査センターの行う定期検査を年1回受けることが、法律で
義務づけられております。

　検査の申し込み先
法定検査は山梨県知事が指定した（社）山梨県浄化槽協会検査センターに検査申込書又は電話で申し込んでください。

（社）山梨県浄化槽協会検査センター　TEL055-232ー2762　FAX055-232-3841

2.定期的に保守点検を実施しましょう!
　浄化槽を正しく機能させ、常に良好な状態に保っておくため、県知事の登録
を受けた保守点検業者に委託して実施しましょう。

3.年1回以上清掃を行いましょう!
　浄化槽の中にはスカムや汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると放流水と
ともに流れ出してしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因にもなります。
清掃に関しては、市町村長の許可を受けた業者に年1回以上依頼して行ってく
ださい。

　家庭犬として必要なしつけを実演をしながら
紹介する教室です。

※飼い犬の同伴はご遠慮ください。

日 時
場 所

申込み先
参加費

10月4日（火）午後1時30分から
東八代合同庁舎3階大会議室
笛吹市石和町広瀬785
石和保健所衛生課  TEL 055- 262- 1941
無料

■
■

■
■

宛 先
方 法
住 所
F A X

笛吹市役所環境対策課
FAX又は郵送
〒406- 8510　笛吹市石和町市部777
055- 262- 4115

■
■
■
■

　今までゴミ出しの日が祝日だと翌日に回収していた地
区がありましたが、今年の4月から市内全域、祝日でも回
収します。ですから、ごみ出しの曜日を覚えていれば、OK
です。

・石和衛生社
・東八商事㈲
・東部環境整備
・㈱松田衛生

055- 262- 2492
055- 263- 2608
055- 262- 3647
0553- 23- 2521

◎問合せ先 市民環境部 国民健康保険課 高齢者医療担当  055-262-4111（内線124・125）

　みなさんが、病気やけがのため老人保健で診療を受けた場合、保険医療機関などに支払われる医療費は、自己負担
分以外はみなさんが加入している国民健康保険や健康保険組合からの「拠出金」と、国・県・市が負担する「負担金」に
よってささえられています。
　医療費が増えると必然的にみなさんが加入している医療保険は、給付の費用を補うために保険税を値上げしなけ
ればなりません。医療費の節約は、自分やみなさんが加入している医療保険制度のためでもあるのです。
　日頃から健康づくりを心がけ、病院へのかかり方を見直すなどして、できるところから医療費の節約に努め健康
に毎日を過ごしましょう。

　平成16年度における笛吹市の老人医療費は、合併に伴い5月（3月診療分）から9月（7月診療分）までを旧町村
で支払い、10月（8月診療分）からは笛吹市で支払いを行いました。
　受給者数は年平均9,364人で、県下老人保健対象者全体の7.6%を占めています。また、1人当たりの年間医療費
は688,837円（県平均689,855円）、月平均1人当たりの診療費（医科・入院外来、歯科・入院外来）は46,316円（県平
均45,952円）となっています。さらに1人当たりの年間受診件数は、約15.1回（県平均15.9回）となっています。
　老人医療費は全国的に年々増加の一途をたどっています。笛吹市も平成15年度と比べると1人当たり32,000
円の増加となっています。これは、医療の高度化や疾病の多様化によるものと思われます。

■平成16年度の医療費

①お医者さんのかけもちはやめましょう
　検査、処置などをやり直すため、医療費のムダ使いになります。

②診療時間内の受診を心がけましょう
　急患の場合は別として、時間外は加算料金がつき医療費が増えます。

③かかりつけ医をもちましょう
　病歴や体質などを把握してくれているので、治療効果も上がります。

④不安や疑問はきちんと聞きましょう
　お医者さんを信頼し、指示を守りましょう。

⑤薬をたくさん欲しがるのはやめましょう
　医療費のムダ使いにつながります。

⑥健康診断を受けましょう
　病気の早期発見・早期治療は、病気の重症化を防ぎ、生活習慣を見直すきっかけにもなります。

■医療費対策　～じょうずなお医者さんのかかり方～

■対象となる届け出…………………転入、転出、転居、世帯主変更、世帯分離、世帯合併、世帯構成変更

■確認させていただく身分証明書　　　…………運転免許証、旅券など

◎問合せ先 市民環境部 市民課　055-262-4111（内線112～114）

　近年、本人の知らない間に虚偽の住民異動がなされるという事件が全国的に発生しています。
そこで、市ではこのような事件の防止と早期発見のために、10月1日から住民異動届出の際に本人確認を実施します。
届出の際には、運転免許証や旅券など官公署で発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。
身分証明書をお持ちでない方は、後日届出があったことを通知し確認させていただきます。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。



　独立行政法人平和祈念事業特別基金では、次の方々に内閣総理大臣名の書状等を贈呈しています。

・旧軍人等で恩給等を受けていない恩給欠格者の方
・終戦に伴い本邦以外の地域から引き揚げてこられた方

※請求書類は保健福祉部福祉総務課（055-262-1271）の窓口に置いてあります。

◎問合せ先・一宮支所健康福祉課   0553-47-1111   ・春日居支所健康福祉課   0553-26-3111 

①満65歳以上の方（実施期間中に満65歳の誕生日を迎える方は誕生日以降にお受けください）
※対象となる方には、事前に詳しいお知らせを郵送します。
②60歳以上65歳未満の厚生労働省で定めるもの
※該当すると思われる方は、主治医にお尋ねのうえ下記まで問い合わせください。
※厚生労働省で定める方とは、心臓、腎臓、若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全
ウイルスにより免疫の機能に障害を有する方

平成17年10月1日～平成18年1月31日
契約医療機関において実施
料金の一部（2,000円）が公費負担されます（1人1回のみ）

対 象 者

実施期間
実施場所
料 金

■

■

■

■

笛吹市石和町上平井498岩間宅開催場所
日 程

■

■

岩間佳子さんへ　055-262-2947 申込・問合せ先■

予防接種法施行施行令の一部改正により、日本脳炎第3期は廃止になりました
平成17年5月30日付け厚生労働省健康局結核感染症課長より『定期の予防接種における日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨
差し控え」を受け日本脳炎ワクチン接種は見合せとなっていましたが平成17年7月29日から予防接種法施行令の一部改正に
より日本脳炎第3期は廃止になりました。

子育て中のお母さん！おやこサークル、すくすく
ランドでは、下記の予定でイベントを行います。  

日本脳炎　第1期
　（生後6月から生後90月の者）
日本脳炎　第2期
　（9歳以上13歳未満の者）

◎問合せ先 ●

●

●

八代支所健康福祉課
境川支所健康福祉課
春日居支所健康福祉課

055-265-2111
055-266-2111
0553-26-3111

●

●

●

保健福祉部健康づくり課
御坂支所健康福祉課
一宮支所健康福祉課

055-261-1901 
055-262-2271
0553-47-1111

＊住所地へ
　問い合わせください。

【持ち物】
・本人確認の出来るもの（運転免許証、健康保険証、パスポート、各種年金手帳、各種福祉手帳など）
・献血手帳（お持ちでない方は当日発行します） 

乳幼児予防接種通知対象者
*対象者には、9月末に予診票、契約医療機関等の詳しいお知
らせをします。接種時期等の内容をよく確認し契約医療機
関にて予防接種を受けてください。

*他市町村より転入してきた方、予診票のない方、有効期限切れの方はお住まいの地域の上記連絡先までお問い合わせください。

平成17年　7月生まれ
　

平成16年　10月生まれ

平成　6年　10月生まれ

予防接種名 対象児
B C G  
三種混合Ⅰ期初回・追加
麻 し ん
風 し ん
二 種 混 合

実施日
10月４日（火） 
10月24日（月） 

実施場所
春日居支所 
一宮支所 

時間
午前9時30分～12時
午後1時～3時30分  

対象者
16～64歳まで
の健康な人

月　日
9月27日（火）

10月 4日（火）
10月10日（月）
10月18日（火）
10月25日（火）
11月 1日（火）

時　間
午後1時～4時
正 午 ～ 3 時
正 午 ～ 3 時
午後1時～4時
正 午 ～ 3 時
午後1時～4時

内　容
ハンドゲーム他
サンドウイッチをつくって散歩に行こう
ママはレストランでランチタイム
親子でつくろうホットケーキ
おにぎりつくって金川の森公園へ行こう
リズム遊び

おしゃべりとティータイム
〃

子どもはお留守番
おしゃべりとティータイム

〃
〃

備　考

帽子・靴の用意を
10月3日までに申し込みを

当面の間、日本脳炎ワクチン
接種は見合わせてください

日本脳炎　第3期
（14歳以上16歳未満の者）

日本脳炎ワクチン接種は
廃止になりました

*お持ちの予診票は破棄してください。
*7月29日以降予診票を使用しての接種は出来ません。

注意事項

注
意
事
項

*お持ちの予診票は保管してください。
*流行地へ渡航する場合、蚊に刺されやすい環境にある場合等、日本脳炎に感染する
おそれが高く、本人又はその保護者が希望する場合は、効果及び副反応を理解し、
保護者の同意を得た上で、現行の日本脳炎ワクチンの接種を行うことが出来ます。

注意事項

　どんなに科学が進歩しても、血液
は人工的に造ることはできません。患者さんの命を救うため、皆さんの尊い献血をおまちしています。

■申請期間
平成17年10月3日（月）～平成17年10月17日（月）
※申請には、紙おむつの領収書（日付、品名、金額が明記されているものであればレシートでも結
構です）の添付をお願いします。

■対象者
　本市の住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている、平成17年度市民税所得割非課税世帯
に属する方で、次の項目のいずれかに該当する方

①65歳以上の高齢者で、尿失禁等により常時紙おむつを使用している方

②要介護3以上の認定を受けていて、尿失禁等により常時紙おむつを使用している方

③重度心身障害者（身体障害者手帳1、2級）で、常時紙おむつを使用している方

■対象期間
　平成17年4月1日から平成17年9月30日までの前期分

■日　時
平成17年10月15日（土）
午前9時～午後3時

■内　容
笛吹市再発見事業

■主　催
（社）東八青年会議所

■場　所
笛吹市スコレーセンター
（雨天時笛吹市スコレーセンター・石和中学校体育館）

●笛吹市再発見マップの作成
●笛吹市再発見ブース
●太鼓フェスティバル

●青少年野球教室
●笛吹市再発見ツアー・バイ
オディーゼルバス体験

●特産品販売
●笛吹市再発見マップ授与式
●クリーン作戦

問合せ先 独立行政法人平和祈念事業特別基金（0120-234-933・通話料無料）

問合せ先 保健福祉部　福祉総務課　055-262-1271

申請・問合せ先 保健福祉部　高齢福祉課　高齢福祉担当　055-261-1902・各支所の健康福祉課

　笛吹市では、平成17年度戦没者合同慰霊祭を実施いたします。
　戦争犠牲者のご冥福をお祈りするため、ご遺族みなさまのご参列をお願いいたします。

■日　時　平成17年10月26日（水）
　　　　　午後2時～3時まで
■場　所　笛吹市スコレーセンター　集会室



～土地と共に豊かな社会～
　国土交通省では、「土地についての基本理念」
の普及・啓蒙を図るとともに、土地関係施策等
に関する国民の理解を深めるため、10月を「土
地月間」、その初日である10月1日を「土地の日」
と定めて、各種の広報活動を行っています。

　平成17年9月1日から、高速バス「成田空港線及び羽田空港線」が、新宿線
と同様に一宮高速バス停留所で乗降できるようになりました。
　また、石和町の市部本通り（国道411号線）の整備に伴い、石和高速バス
停留所（東京方面のりば）が9月1日から石和本陣跡前に変更となりました。
●問合せ先　山梨交通（株）甲府駅前バスセンター　055-223-5711　

期　　日 時　　間 内　　容 参加予定人数

10月23日（日）

10月30日（日）

11月 6日（日）

11月13日（日）

11月20日（日）

午前 9時30分～12時30分 基調講演「今なぜ創業なのか」 20人
午後 1時30分～ 4時30分
午前 9時30分～12時30分
午後 1時30分～ 4時30分
午前 9時30分～12時30分
午後 1時30分～ 4時30分
午前 9時30分～12時30分
午後 1時30分～ 4時30分
午前 9時30分～12時30分
午後 1時30分～ 4時30分

新たな時代のビジネスと有望ビジネス 20人
環境調査分析・自己の経営資源の棚卸 20人
創業・開業の手続き　～資金調達/公的支援～ 20人
ビジネスプランの作成① 20人
ビジネスプランの作成② 20人
資金管理の基礎知識 20人
売れる仕組みの作り方　～マーケティング入門～ 20人
販売促進の意義と実践　～開業名刺、DMの作成～ 20人
創業塾総括講話・個別相談 20人

　「独立して開業したいが開業のために何の準備をしたらいいのか」、「経営計画書はどんな内容で、どのように作成したらいいのか」
など、創業に際して多くの創業予定者が直面するさまざまな問題があります。
　笛吹市商工会では、そのような問題を解決できるように次のとおり「創業塾」を開催いたします。奮ってご参加ください。
■対象者　　創業を計画している方や創業後概ね２年以内の方　　　　■参加人員　20人程度
■日程

■場所　笛吹市商工会本所　　　■申込・問合せ先　笛吹市商工会本所　055-263-7811  

地　区 開設日 開設場所 時　間 相　談　員
10月26日（水） 民生委員・弁護士・結婚相談員・行政相談委員
11月24日（木） 民生委員・弁護士・社会保険労務士・行政相談委員
12月21日（水） 民生委員・弁護士・行政相談委員
10月13日（木） 民生委員・弁護士・消費生活相談員・行政相談委員
11月10日（木） 民生委員・社会保険労務士・行政相談委員
12月 8日（木） 民生委員・弁護士・行政相談委員
10月19日（水） 司法書士・行政相談委員
11月18日（金） 弁護士・消費生活相談員
12月21日（水） 社会保険労務士・行政相談委員
10月12日（水） 民生委員・弁護士・結婚相談員・行政相談委員
11月 9日（水） 民生委員・社会保険労務士・行政相談委員
12月14日（水） 民生委員・弁護士・行政相談委員
10月20日（木） 民生委員・司法書士・行政相談委員

境　川 11月17日（木） 坊ケ峯ふれあいセンター 午後1時30分～3時30分 民生委員・弁護士・結婚相談員

八　代

一　宮

御　坂

石　和

12月15日（木）

八代福祉センター

一宮福祉センター

御坂福祉センター

笛吹市スコレーパリオ

午後1時30分～3時30分

午後1時30分～3時30分

午後1時30分～3時30分

午後1時30分～3時30分

民生委員・社会保険労務士・行政相談委員
10月 6日（木） 民生委員・司法書士・行政相談委員

春日居 11月 4日（金） 春日居福祉会館 午後1時30分～3時30分 民生委員・弁護士・結婚相談員
12月 1日（木） 民生委員・社会保険労務士・行政相談委員

【相談内容】　○専門家による相談　　弁護士・司法書士・社会保険労務士が相談に応じます。
○相談員による相談　　心配ごと相談 … 民生委員・児童委員が福祉に関する相談に応じます。
　　　　　　　　　　　人権相談 ……… 人権擁護委員が人権にかかわる相談に応じます。
　　　　　　　　　　　行政相談 ……… 行政相談委員が行政機関に関する相談に応じます。
　　　　　　　　　　　結婚相談 ……… 結婚相談員が結婚のための相談に応じます。
　　　　　　　　　　　消費生活相談 … 消費生活相談員が消費生活にかかわる相談に応じます。

＊できる限り事前にご予約ください。予約数に空きがあれば当日でも受け付けます。予約は、下記の社会福祉協議会本所・各支所どちらでも結構です。

【開設日程】

【問合せ先】　笛吹市社会福祉協議会　055-265-5182
　石和支所　055-262-1267　　　御坂支所　055-263-0848　　　一宮支所　　0553-47-2288
　八代支所　055-265-2240　　　境川支所　055-266-5911　　　春日居支所　0553-26-3667

　転入などにより、上下水道を使用される人は必ず届出をしてください。届出がないと無断使用となり正しい料金を算
出できないだけでなく、いろいろなトラブルの原因にもなります。
　また、届出がなく転出された場合、休止届が出されるまで使用料金の請求がありますので、ご注意ください。下記の
ような場合には、速やかに各支所または水道業務課および下水道課（春日居支所内）にある各種の届出書にて手続きを
行ってください。

【上下水道に係わる必要な届出】
■開始届　上下水道の使用を開始するとき。　■休止・廃止届　転出などにより、上下水道の使用を中止するとき。
■廃栓届　上下水道の設備を撤去するとき。　■所有者変更届　使用者の死亡等による変更、貸借関係の変更があったとき。

【届出先】　〒406-8505　春日居町寺本136　公営企業部水道業務課・下水道課

　下水道の本管が布設され公共下水道処理区域内となったみなさんには、「水洗便所等に関する改造資金融資あっせん制
度」がご利用になれます。
　ご利用に当たっては、下記の条件をすべて満たして頂く必要があります。
■対象工事　　処理区域となった日から３年以内に完了する公共下水道へ接続する宅内排水設備の改造工事
■貸付金額　　50万円以内（１万円単位）
■貸付条件　　○法人でない個人の人　○市税等を滞納していない人　○市内に居住する連帯保証人１人を有する人  他
　　　　　　　※連帯保証人の条件
　　　　　　　○市内に１年以上居住している人　　○市税等を滞納していない人　　○弁済の能力を有する人
■返済期間　　36カ月以内　　　　■返済方法　　貸付の翌月から口座自動振替により元金均等償還
■利子補給　　年利７％以内は、市が利子補給を行います。ただし、延滞利息は申請者負担となります。
■提出するもの　○改造資金融資あっせん申請書（下水道課にあります）　  ○納税証明書（申請者および連帯保証人）

◎問合せ先 公営企業部  水道業務課　0553-26-5546・公営企業部  下水道課　0553-26-5547

　家屋を新築・増築・滅失した時には、「家屋新築・増築・滅失申告書」を提出してください。
　提出されないと、「賦課期日（１月１日）に家屋が存在するのに、評価証明が発行できない」とか、「家屋が存在しな
いのに課税されてしまう」といったことが起こってしまいます。
　市では、提出された申告書に基づき、新増築の家屋評価および滅失家屋の現地確認を行い、固定資産課税台帳への登
録および削除を行います。
　なお、プレハブの車庫、物置なども課税の対象になりますので、お忘れのないように申告書の提出をお願いいたしま
す。また、滅失建物が登記されている場合は、法務局で滅失登記をするようにしてください。
■対　　象　平成17年１月２日～平成18年１月１日に新築・増築・滅失した（または予定）の家屋
■提出期限　平成17年11月30日
■提出書類　市役所本庁税務課または各支所総務課に備え付けの「家屋新築・増築・滅失申告書」に必要事項を記入し

提出してください。

◎問合せ先 総務部  税務課  資産税担当　055-262-4111（内線132・133）

◎問合せ先　秘書政策室  企画推進担当
　　　　　　　　055-262-4111（内線222・228）

◎問合せ先 公営企業部  下水道課  総務係　0553-26-5547
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で
は
、毎
月
社
会

保
険
相
談
所
を
開
設
し
、健
康
保
険
に
関
す

る
簡
単
な
事
務
処
理
や
相
談
業
務
、ま
た
厚

生
年
金
保
険
並
び
に
国
民
年
金
に
関
す
る

各
種
相
談
や
受
付
を
行
い
、事
業
主
や
被
保

険
者
の
方
々
に
便
宜
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。

　
相
談
内
容
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
日
時

平
成
17
年
10
月
18
日
（
火
）

午
前
９
時
30
分
〜
12
時

午
後
１
時
〜
４
時

■
場
所

　
笛
吹
市
商
工
会
本
所（
旧
石
和
町
商
工
会
）

■
問
合
せ
先

　
甲
府
社
会
保
険
事
務
所

☎
０
５
５
―
２
５
２
―
１
４
３
１

　
県
民
一
人
ひ
と
り
の
意
識
の
高
揚
を

図
る
た
め
、
交
通
安
全
の
合
言
葉
と
な

る
「
交
通
安
全
ス
ロ
ー
ガ
ン
」
を
募
集

し
ま
す
。

■
応
募
資
格

県
内
に
在
住
・
在
勤
・
在
学
し
て
い
る
方

■
応
募
方
法

　
郵
便
は
が
き
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合
は

Ａ
４
サ
イ
ズ
の
用
紙
）
に
、
郵
便
番

号
・
住
所
・
氏
名
（
フ
リ
ガ
ナ
）
・

年
齢
・
性
別
・
職
業
（
学
生
は
学
校

名
と
学
年
）
・
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
明
記

し
て
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

■
応
募
期
限

　
平
成
17
年
10
月
20
日（
木
）（
当
日
消
印
有
効
）

■
応
募
先

　
〒
４
０
０
―
８
５
０
１

　
甲
府
市
丸
の
内
１
―
６
―
１

山
梨
県
交
通
対
策
推
進
協
議
会
事
務

局「
交
通
安
全
ス
ロ
ー
ガ
ン
募
集
」係

■
問
合
せ
先

　
県
企
画
部
県
民
室
県
民
生
活
課

☎
０
５
５
―
２
２
３
―
１
３
５
３

FAX
０
５
５
―
２
２
３
―
１
３
５
４

■
日
時

平
成
17
年
11
月
４
日（
金
）・
11
日（
金
）・

18
日（
金
）

午
後
７
時
30
分
〜
９
時

■
場
所

　
笛
吹
市
働
く
婦
人
の
家

■
定
員

　
30
人

■
持
ち
物

大
き
め
の
バ
ス
タ
オ
ル

（
ヨ
ガ
マ
ッ
ト
が
あ
る
方
は
お
持
ち

く
だ
さ
い
）

■
申
込
期
限

平
成
17
年
10
月
31
日
（
月
）

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り

■
申
込
・
問
合
せ
先

働
く
婦
人
の
家

☎
０
５
５
―
２
６
５
―
４
５
９
６

八
代
支
所
地
域
振
興
課

☎
０
５
５
―
２
６
５
―
２
１
１
１

　
山
梨
県
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
会
で
は
、

「
区
分
所
有
法
」
の
わ
か
り
や
す
い
講

座
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。
要
望

の
多
い
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
の
方
々

の
情
報
交
換
の
場
に
も
な
り
ま
す
の
で
、

奮
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
時

平
成
17
年
10
月
29
日（
土
）・
30
日（
日
）

の
２
日
間

午
前
９
時
40
分
〜
午
後
３
時
40
分

（
受
付
午
前
９
時
10
分
）

■
場
所

ぴ
ゅ
あ
総
合

（
山
梨
県
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
）

※
旧
厚
生
年
金
会
館
の
南
隣

■
対
象
者

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
役
員
、
区
分

所
有
者
、
購
入
予
定
者

■
定
員

　
30
人

■
申
込
期
限

　
平
成
17
年
10
月
15
日
（
木
）

■
申
込
・
問
合
せ
先

　
〒
４
０
６
―
０
０
０
３

　
笛
吹
市
春
日
居
町
桑
戸
７
１
７

　
山
梨
県
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
会

　
研
修
委
員
会

☎
０
５
５
３
―
２
６
―
６
９
８
１

　
下
水
道
の
排
水
設
備
工
事
を
施
工
す

る
指
定
工
事
店
に
は「
下
水
道
排
水
設
備

工
事
責
任
技
術
者
」の
資
格
を
有
す
る
方

が
必
要
で
す
。こ
の
試
験
は
、責
任
技
術
者

と
し
て
の
技
能
を
認
定
す
る
も
の
で
す
。

■
受
付
期
間

平
成
17
年
10
月
３
日
（
月
）
〜

10
月
14
日
（
金
）

■
申
込
・
問
合
せ
先

　
笛
吹
市
石
和
町
東
油
川
４
１
７

　
（
財
）
山
梨
県
下
水
道
公
社

☎
０
５
５
―
２
６
３
―
２
７
３
８

※
申
込
用
紙
は
、
笛
吹
市
公
営
企
業

部
下
水
道
課
窓
口
・
峡
東
浄
化
セ

ン
タ
ー
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

　
日
本
小
児
科
学
会
で
は
、
講
演
会
を

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

■
日
時

　
平
成
17
年
10
月
23
日
（
日
）

　
午
後
２
時
〜
４
時

■
場
所

　
山
梨
大
学
医
学
部
臨
床
大
講
堂

■
対
象
者

子
ど
も
と
関
わ
ら
れ
る
家
族
や
保
育

関
係
者

■
参
加
費

　
無
料

■
講
演
内
容

①
子
ど
も
の
急
病

　
〜
注
意
す
べ
き
症
状
〜

②
小
児
初
期
救
急
セ
ン
タ
ー
を
ど
う

利
用
す
る
か
？

■
問
合
せ
先

　
県
立
中
央
病
院
小
児
科

☎
０
５
５
―
２
５
３
―
７
１
１
１

　
山
梨
大
学
医
学
部
小
児
科

☎
０
５
５
―
２
７
３
―
９
６
０
６

　
社
会
保
険
労
務
士
峡
東
支
部
・
行

政
書
士
会
峡
東
支
部
で
は
、
次
の
と

お
り
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
な
ど
の
秘
密
は
厳
守
さ

れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

■
日
時

　
平
成
17
年
10
月
15
日
（
土
）

　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

■
場
所

い
ち
の
み
や
桃
の
里

ふ
れ
あ
い
文
化
館
１
階
会
議
室

■
問
合
せ
先

　
社
会
保
険
労
務
士
会
峡
東
支
部

　
支
部
長
　
辻
　
武
彦

☎
０
５
５
３
―
４
４
―
１
０
８
９

　
山
梨
県
行
政
書
士
会
峡
東
支
部

　
支
部
長
　
原
田
正
明

☎
０
５
５
３
―
４
７
―
３
５
９
７

　
山
梨
大
学
附
属
図
書
館
医
学
分
館
で

は
、
地
域
貢
献
事
業
と
し
て
次
の
と
お

り
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時

　
平
成
17
年
10
月
19
日
（
水
）

　
午
後
６
時
〜
７
時
30
分

■
場
所

　
山
梨
大
学
医
学
部

　
臨
床
講
義
棟
小
講
義
室

■
入
場
料
　
無
料

■
講
演
内
容

緩
和
ケ
ア
の
現
場
か
ら
〜
在
宅
と
有

床
診
療
所
で
の
終
末
期
医
療
〜

■
問
合
せ
先

　
山
梨
大
学
附
属
図
書
館
医
学
分
館

☎
０
５
５
―
２
７
３
―
９
３
５
７

　
今
年
も
き
の
こ
の
季
節
が
や
っ
て
き

ま
し
た
。
林
務
環
境
部
で
は
、
次
の
と

お
り
「
野
生
き
の
こ
鑑
定
会
」
を
実
施

し
ま
す
。
当
日
は
き
の
こ
の
採
取
は
行

い
ま
せ
ん
の
で
、
採
取
し
た
き
の
こ
が

あ
れ
ば
ぜ
ひ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
日
時

　
平
成
17
年
10
月
5
日
（
水
）

　
午
前
10
時
〜
午
後
２
時

■
場
所

　
塩
山
市
赤
尾
４
５
３
―
１

　
杜
の
交
流
館
（
峡
東
森
林
組
合
）

■
問
合
せ
先

　
峡
東
地
域
振
興
局
林
務
環
境
部

　
森
づ
く
り
推
進
課

☎
０
５
５
３
―
２
０
―
２
７
２
２
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